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北
方
領
土
に
居
住
し
て
い
る
ロ
シ
ア
系
住
民
へ
の
ビ
ザ
発
給
等
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る

質
問
主
意
書

新
聞
報
道
等
に
よ
る
と
、
本
年
十
一
月
十
日
、
サ
ハ
リ
ン
州
政
府
は
、
同
月
十
七
日
、
十
八
日
に
東
京
で
の
開
催
を
予
定
し

て
い
た
、
「
東
京－
サ
ハ
リ
ン

サ
ハ
リ
ン
州
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
題
す
る
、
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
リ
ン
州
に
よ
る
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
以
下
、
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、

�

十
月
三
十
日
に
日
本
外
務
省
が
、
北
方
領
土
と
は
い
か
な
る
経
済
関
係
を
結
ぶ
の
も
困
難
で
あ
る
旨
表
明
し
た

�

日
本
側
が
北
方
領
土
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
系
住
民
に
対
す
る
ビ
ザ
の
発
給
を
拒
否
し
た

の
二
点
を
理
由
に
挙
げ
、
開
催
を
延
期
す
る
と
発
表
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

前
文
で
挙
げ
た
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
延
期
に
関
す
る
経
緯
は
事
実
か
。
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ

ア
課
が
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
延
期
に
関
し
、
「
サ
ハ
リ
ン
州
か
ら
申
請
さ
れ
た
ビ
ザ
は
す
べ
て
発
給
し
た
。
延
期
は
ロ

シ
ア
側
の
事
情
と
理
解
し
て
い
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
が
、
実
際
の
経
緯
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
、
政

府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
右
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

一
の
コ
メ
ン
ト
を
発
し
た
外
務
省
ロ
シ
ア
課
の
職
員
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

四

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
が
延
期
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

五

現
在
北
方
領
土
に
は
、
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
ビ
ザ
の
発
給
を
受
け
て
、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
に
服
す
る
形
で
渡
航

し
、
建
設
現
場
で
の
作
業
等
で
働
く
外
国
人
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
我
が
国
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
る
の
み
で
あ

り
、
仮
に
一
時
的
に
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
に
服
す
る
形
と
な
っ
て
も
、
我
が
国
国
民
が
積
極
的
に
北
方
領
土
に
入
り
、
同
地
域

の
開
発
に
我
が
国
の
技
術
を
活
か
す
等
の
方
法
を
と
り
、
同
地
域
に
お
け
る
我
が
国
の
存
在
感
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
前
政
権
は
「
北
方
領
土
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
」
と
し
て
、
ビ
ザ
な
し
交
流
以
外
の
枠
組
み
で
、
我
が
国
国
民
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
領
土
に
入
域
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
平
成
十
年
二
月
に
日
ロ
間
で
締
結
さ
れ
た
、
北
方
領
土
海
域
付
近
に
お
け

る
日
本
漁
船
の
安
全
操
業
枠
組
み
協
定
の
様
に
、
日
ロ
両
国
で
互
い
に
主
権
を
一
時
的
に
棚
上
げ
し
た
形
で
の
、
民
間
外
交

と
も
言
う
べ
き
交
流
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
右
に
つ
き
、
昨
年
十
一
月
二
十
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
四
三
号
。
以
下
、
「
政
府
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
が
北

方
四
島
を
不
法
に
占
拠
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
北
方
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
管
轄
権
を
前
提
に
し
た

二



か
の
ご
と
き
形
で
我
が
国
国
民
が
北
方
四
島
に
入
域
す
る
こ
と
又
は
北
方
四
島
に
お
け
る
開
発
等
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
北

方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
、
前
政
権
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山

内
閣
と
し
て
も
、
右
の
見
解
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

六

一
九
八
九
年
九
月
十
九
日
、
一
九
九
一
年
十
月
二
十
九
日
、
一
九
九
八
年
四
月
十
七
日
、
一
九
九
九
年
九
月
十
日
の
四
度

に
わ
た
る
、
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
に
服
し
た
形
で
北
方
領
土
へ
入
域
す
る
こ
と
を
控
え
る
旨
、
国
民
に
要
請
す
る
閣
議
了
解

は
、
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
り
北
方
領
土
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
今
、
現
実
に
合
う
も
の
で
あ
る
か
。
右
に
つ
き
「
政
府
答

弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
閣
議
了
解
に
基
づ
い
て
、
我
が
国
国
民
の
北
方
領
土
へ
の
入
域
は
、
墓
参
、
四
島
交
流
及

び
自
由
訪
問
の
枠
組
み
の
下
で
の
訪
問
の
み
と
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
北
方
領
土
へ
の
入
域
に
つ
い
て
は
、
北
方
領
土
問
題
の

解
決
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
よ
う
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
要
請
し
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
理
解
と
協
力
を
得
ら

れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
の
、
前
政
権
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
と
し
て
も
、
右
の
見
解
に
変

わ
り
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


